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⑴　
昨
年
、
愛
知
県
は
、
南
海

ト
ラ
フ
で
の
最
大
規
模
の
地
震

の
被
害
状
況
を
発
表
し
、
県
内

で
約
２
万
９
千
人
が
死
亡
し
、

建
物
約
24
万
棟
が
倒
壊
す
る
な

ど
の
被
害
を
想
定
し
た
。

　
避
難
所
と
な
る
公
共
用
建
物

は
耐
震
診
断
が
さ
れ
、
特
に
学

校
建
物
は
Ｉ
ｓ
値
（
建
物
の
構

造
耐
震
指
標
で
、
0.6
以
上
で
あ

れ
ば
、
地
震
な
ど
の
振
動
及
び

衝
撃
に
対
し
、
倒
壊
ま
た
は
崩

壊
す
る
危
険
性
が
低
い
と
言
わ

れ
て
い
る
。）が
0.7
以
上
、
公
民

館
な
ど
は
0.6
以
上
と
な
っ
て
い

る
。

　
公
共
用
建
物
の
中
で
市
役
所

の
み
が
耐
震
性
が
な
い
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。

　
県
が
発
表
し
た
南
海
ト
ラ
フ

地
震
で
は
、
最
大
想
定
モ
デ
ル

で
本
市
は
震
度
６
強
か
ら
７
で

あ
り
、
弥
富
市
役
所
は
倒
壊
ま

た
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
い

と
考
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
庁
舎
で
地
震
が

平
日
の
昼
間
に
発
生
し
た
と
想

定
す
る
と
、
市
民
や
職
員
に
大

き
な
犠
牲
者
が
出
る
と
思
わ
れ

る
。

　
市
役
所
を
仮
庁
舎
に
今
す
ぐ

に
で
も
移
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
市
長
の
見
解
を
尋
ね
る
。

⑵　
合
併
推
進
債
の
期
限
と
用

地
買
収
・
庁
舎
建
築
の
年
限
は

４
年
か
ら
５
年
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
長
い
期
間

で
あ
れ
ば
、仮
庁
舎
で
は
な
く
、

庁
舎
移
転
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　
庁
舎
を
移
転
す
る
場
合
、
条

例
改
正
が
必
要
と
な
り
、
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
り
出
席
議

員
の
３
分
の
２
以
上
の
同
意
が

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

ど
う
か
。

⑶　
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

が
25
年
６
月
に
改
正
さ
れ
、
避

難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成

が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

　
支
援
者
名
簿
の
作
成
の
際
に

は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
前
に
避

難
行
動
要
支
援
者
の
同
意
を
得

て
、
消
防
署
、
自
主
防
災
組
織

に
あ
ら
か
じ
め
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
災
害

発
生
時
や
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
は
、
本
人
の
同
意
な

し
に
支
援
関
係
者
に
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
名
簿
作
成
に
つ
い
て
、

本
市
の
現
状
と
今
後
の
利
用
方

法
を
尋
ね
る
。

　
　

市
長

⑴　

仮
庁
舎
へ
の
移
転
は
、
28

年
５
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー

ク
明
け
に
移
転
の
調
整
を
し
て

い
き
た
い
。
こ
の
６
月
議
会
の

補
正
予
算
で
移
転
の
設
計
料
を

認
め
て
い
た
だ
き
、
９
月
議
会

で
移
転
工
事
費
の
補
正
予
算
を

計
上
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑵　

現
在
の
位
置
に
戻
る
前
提

で
新
庁
舎
の
建
設
工
事
の
発
注

が
未
確
定
で
あ
り
な
が
ら
仮
庁

舎
へ
移
転
し
、
仮
移
転
期
間
が

４
年
、
５
年
と
長
期
に
わ
た
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
で
も
、
条

例
の
改
正
は
必
要
な
い
。

　
　

総
務
部
長

⑶　

名
簿
の
整
備
は
、今
年
度
、

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
全
て

の
方
に
、
災
害
時
要
援
護
者
登

録
制
度
の
案
内
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
本
人
や
家
族
の
意
思
を

確
認
し
た
上
で
、
登
録
者
の
増

加
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

　

現
在
作
成
し
て
い
る
要
支
援

者
名
簿
を
区
長
、自
主
防
災
会
、

民
生
委
員
な
ど
の
協
力
を
得

て
、
さ
ら
な
る
名
簿
の
整
備
を

実
施
し
て
い
き
た
い
。

　
公
共
施
設
は
、
25
年
７
月
に

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改

正
が
あ
り
、
６
メ
ー
ト
ル
以
上

の
高
さ
に
あ
る
200
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
つ
り
天
井
の
落
下
防

止
対
策
の
基
準
が
定
め
ら
れ

た
。
学
校
以
外
で
本
市
の
避
難

所
と
し
て
天
井
落
下
防
止
に
該

当
す
る
主
な
公
共
施
設
は
、
総

合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
、南
部・

白
鳥
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
十
四
山
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
、
市

民
ホ
ー
ル
が
該
当
す
る
。

　
天
井
落
下
の
危
険
性
が
あ
る

避
難
所
、
体
育
館
は
、
施
設
利

用
者
の
命
に
か
か
わ
る
の
で
、

早
急
に
工
事
を
す
べ
き
で
は
。

　
　

教
育
部
長

　

工
事
の
方
法
は
、
撤
去
が
適

当
と
考
え
る
。

　

市
と
し
て
公
共
施
設
全
体
の

利
用
状
況
や
老
朽
化
の
状
況
、

財
政
見
通
し
の
分
析
な
ど
を
踏

ま
え
た
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
を
今
年
度
に
策
定
し
、
個

別
施
設
計
画
を
検
討
の
上
、
長

寿
命
化
を
図
る
手
段
を
含
め
て

決
定
し
て
進
め
て
い
き
た
い
。

問

来
年
５
月
の
連
休
明
け

に
移
転
を
考
え
て
い
る

答

答公
共
施
設
は
早
急
に

公
共
施
設
は
早
急
に

天
井
落
下
防
止
対
策
を

天
井
落
下
防
止
対
策
を

問

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
を

策
定
し
、
進
め
て
い
く

答

議
員

横
井 

昌
明

識
市
会

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
、

市
役
所
庁
舎
の
早
期
移
転
を

市
役
所
庁
舎
の
早
期
移
転
を


